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加賀沿岸流域下水道（大聖寺川処理区） 中期経営目標 

（実施期間 令和３年度～令和５年度） 

令和３年３月 策定 

 

１ 施設の設置目的 

   大聖寺川処理区（加賀市（一部））の地域の生活環境の改善と河川並びに加賀沿岸海域

等の公共用水域の水質保全を目的としています。 

 

２ 施設の果たすべき役割 

   全体計画時において、処理面積 1,470ha、処理人口 43,640 人、汚水量 28,680m3/日最

大の汚水処理を行い、公共用水域の水質を保全します。 

 

３ 事業内容 

（１） 汚水・汚泥の適切な処理 

加賀沿岸流域下水道（大聖寺川処理区）の運転操作・監視、水質分析、汚泥性状

分析などを行い、下水道法に基づく適切な処理を行っています。 

（２） 汚水・汚泥の処理機能の確保 

汚水・汚泥の処理機能を確保するため、加賀沿岸流域下水道（大聖寺川処理区）

の施設、設備及び備品の維持管理・修繕及び保守点検を実施しています。 

 

４ 現状と課題 

（１） 管理運営体制について 

・加賀沿岸流域下水道（大聖寺川処理区）では、指定管理者制度を平成１８年度から

導入しています。 

・平成２９年度までは、非公募にて(公財)石川県下水道公社を指定管理者として管理

を行ってきましたが、施設をさらに効率的・効果的に管理するため、平成３０年度

からは指定管理者を民間から公募しています。 

・施設の運転監視、水質分析、汚泥性状分析、薬剤等の調達、維持管理・修繕及び保

守点検などは指定管理者が行っており、当中期経営目標の実施期間である令和３年

度から５年度までは、「株式会社 トスマク・アイ」を指定管理者として指定してい

ます。 

・指定管理者は、下水道施設の管理に必要な専門知識を活かし、施設の適切な管理に

努めていきます。 

・県では、指定管理者が行う維持管理などについて、定期的に報告を受け、履行状況

を確認し、指導監督を行う等、適切な管理・運営に努めていきます。 

・県は、指定管理者と調整し、老朽化した施設の更新・大規模修繕などの取り組みを
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強化します。 

 

（２） 施設運営の効率化について 

・県と指定管理者が災害時等においても、迅速に連携ができるよう共同で訓練を実施

するなど、業務継続計画を策定し、万全な体制としていきます。 

・県は、定期的に現地にて履行確認し、指定管理者が行う施設の維持管理に対して、

助言・指導を行い、効率的な運営に努めていきます。 

・指定管理者からの施設に対する要望などを踏まえ、県は老朽化した施設の更新、大

規模修繕を行い、運転管理コストの縮減を図ります。 

 

５ 中期経営目標 

（１）中期経営目標 

放流水質を達成します。 

１m3 あたりの汚水処理に要する電気量を削減します。 

普及啓発者数の増加に努めます。 

 

（２）測定指標と目標値 

測定指標 
基準値 

（H２９～Ｒ１平均） 

最終目標値 

（Ｒ５） 

① 放流水質達成率※1 １００％ １００％ 

② １m3 あたりの 

汚水処理に要する電気量※2 
０．４３５kWh/m3 ０．４３１kWh/m3 

③ 普及啓発者数※3 ２６０人 ２６０人 

※1 放流水質に対し、県が要求する水準以上である各社の管理目標の達成率 

※2 汚泥処理等に要する電気量も含む（浄化センター全体） 

※3 施設見学者、出前講座の受講者等 

 

６ 指定管理者が設定した目標達成に向けた具体的な取組内容 

・流入水量及び流入水質の季節変動等に適切に対応します。 

・施設特性を把握し、管理ポイントを踏まえた運転管理を実施します。 

・施設見学や出前講座、Web の活用等により、普及啓発者数の増加に努めます。 

 



3 

 

参考資料 

 

 （１）利用指標（利用人数、稼働率などの状況）          （単位：ｍ３／年度） 

項目 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

年間流入水量 3,062,741 3,036,834 2,916,874 

 

（単位：kWh／ｍ３）          

項目 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

汚水処理原単位 0.432 0.428 0.447 

 

（単位：人／年度）          

項目 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

普及啓発者数 242 256 288 

 

 

  

 


